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１２ 福島県商業まちづくりの推進に関する条例 ［特定小売商業施設の新設の届出］ 
条例の趣旨 人口減少や急速な高齢化を踏まえ、「歩いて暮らせるコンパクトなまちづく

り」や「環境への負荷の少ない持続可能なまちづくり」の考え方に基づき、特

に規模の大きな小売商業施設の立地について広域の見地から調整するために

必要な事項等を定めることにより、商業まちづくりに関する施策を総合的に推

進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること

を目的とする。 

届出が必要

な行為 
 店舗面積（小売業を行うための店舗の用に供される床面積）が 8,000 ㎡以上

の小売商業施設を新設する場合（既存の建物の増築又は用途の変更により増加

する店舗面積が 8,000 ㎡以上になる場合を含む。） 
 届出者：特定小売商業施設を新設する者 
区
分 

該当 

条文 
届出事項等（詳細は条例本文を参照のこと）  

新
設
の
届
出 

第９条  
第１項  

【届出事項】 

① 特定小売商業施設を設置する者の氏名、住所 

② 特定小売商業施設の名称 

③ 特定小売商業施設の新設に係る土地の所在地及び敷地の面積 

④ 特定小売商業施設の新設の予定地の開発行為等の着手予定日 

⑤ 特定小売商業施設の新設の予定日 

⑥ 特定小売商業施設の店舗面積の合計及び延べ面積 

⑦ 特定小売商業施設の集客予定数及び集客予定区域並びにそれ

らの算出根拠 

⑧ 特定小売商業施設の新設の予定地の選定理由 

【添付資料等】  
① 以下の事項を記載した書面  

・上記届出（以下「新設届出書」という。）の内容と商業まちづ

くり基本方針及び県の土地利用関係計画との適合についての

見解及びその理由 

・新設届出書の内容と立地市町村の商業まちづくり基本構想及

び土地利用関係計画（当該立地市町村が商業まちづくり基本構

想を定めていない場合にあっては、土地利用関係計画）との適

合についての見解及びその理由 

・特定小売商業施設の新設が集客予定区域の所在する市町村（立

地市町村を除く。）の商業まちづくり基本構想及び土地利用関

係計画（当該市町村が商業まちづくり基本構想を定めていない

場合にあっては、土地利用関係計画）の実現に与える影響につ

いての見解及びその理由 

・特定小売商業施設の新設の予定地の周辺の交通機関の状況及

び特定小売商業施設へ到達するための交通手段の状況 

・新設届出書の内容に関連して行う地域貢献活動の基本的方向  
・特定小売商業施設において主として販売する物品の種類及び

小売業以外の事業の概要 

② 条例施行規則第１１条で定める資料  
注）新設する日までの間に変更事項が生じた場合は、変更の届出が必要。 
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受理権者 知事 

県の意見等 知事は、特定小売商業施設の新設をする者（以下「新設届出者」という。）

から届出があった場合には、関係市町村及び住民等の意見、商業まちづくり基

本方針等との適合、商業まちづくり審議会の答申等を踏まえ、新設届出者に対

し、商業まちづくりの推進の見地から意見を有する場合は意見を述べ、意見を

有しない場合はその旨を通知する。 

新設届出者は、当該意見についての対応及びその理由を県に報告する。 

報告のあった新設届出者の対応が、県の意見を適正に反映しておらず、かつ、

当該対応に基づき特定小売商業施設の新設がなされると商業まちづくりの推

進に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、新設届出者に対し必要

な措置を講ずるよう勧告する。 

 

【参考：基本方針における特定小売商業施設を誘導する地域と抑制する地域】  
１ 特定小売商業施設を誘導する地域 

(1) 誘導する市町村（以下の要件を全て満たす市町村へ立地を誘導） 

※要件の適否は市町村単位で判断するが、複数の市町村で構成する圏域（連 

携中枢都市圏、定住自立圏など）において、構成する市町村と特定小売商 

業施設の立地に関する調整が図られている場合は、圏域単位で判断するこ 

とも可能とする。 

① 県の都市計画区域マスタープランにおいて、商業系土地利用の配置方針が 

明記されていること。 

②  中心市街地活性化法第９条第１項に規定する基本計画の認定を受けている 

こと、商業まちづくり基本方針との整合性が確保された商業まちづくり基本 

構想を定めていること又は都市再生特別措置法第８１条第１項に規定する 

立地適正化計画を策定していること。 

③  都市計画法に規定する商業地域又は近隣商業地域があること。 

④ 国勢調査の人口集中地区（ＤＩＤ）があること。 

ただし、生活圏内に人口集中地区（ＤＩＤ）がない場合は、当該生活圏に 

おいて人口が最も多い市町村であること。 

⑤ 鉄道やバスなどの公共交通機関等の結節点があり周辺の市町村からのアクセス

が良好であること。結節点とは、複数の路線が乗り入れる鉄道駅や、乗合バスが

１日３０回以上乗り入れる単一路線の鉄道駅をいう。 

 (2) 誘導する地域（上記(1)の市町村において、以下の優先順位に基づく地域へ立地を

誘導） 

① 認定中心市街地内の商業地域、商業まちづくり基本構想で定める特定小売 

商業施設を誘導する地域の商業地域又は立地適正化計画で特定小売商業施 

設の立地を想定する都市機能誘導区域内の商業地域 

② 認定中心市街地内の近隣商業地域、商業まちづくり基本構想で定める特定 

小売商業施設を誘導する地域内の近隣商業地域又は立地適正化計画で特定 

小売商業施設の立地を想定する都市機能誘導区域内の近隣商業地域 

③ 認定中心市街地内の準工業地域、商業まちづくり基本構想で定める特定小 

売商業施設を誘導する地域内の準工業地域又は立地適正化計画で特定小売 

商業施設の立地を想定する都市機能誘導区域内の準工業地域 
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２ 特定小売商業施設を抑制する地域 

  上記１に掲げる地域以外への特定小売商業施設の立地は抑制する。 

特に次の地域への立地は厳に抑制する。 

①  市街化を抑制する地域（市街化調整区域） 

②  市街化の見通しが明確でない地域 

（区域区分が定められていない都市計画区域など） 

③  集団性の高い優良な農地 

（農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域など） 

④  景観の優れた地域（福島県景観計画における景観形成重点地域） 

⑤ 自然環境を保全すべき地域（自然公園法に規定する自然公園など） 

⑥ 良好な水環境を保全することが特に必要な地域 

（福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例に規定す 

る水環境保全区域） 

⑦ その他商業まちづくりの推進に影響を及ぼす地域 

 
 

 



第３章 関係法令の概要 
八 〔 そ の 他 〕 

 
 

手続きフローチャート（詳細は条例本文を参照のこと） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

備     考 
担当機関 商工労働部 商業まちづくり課（電話024-521-7126） 
ホームページ  福島県商業まちづくり推進条例で検索してください。 

 

３
ヶ
月 

商業まちづくり審議会からの意見の聴取(15 条 2 項) 

商業まちづくり審議会からの意見の聴取(14 条 2 項) 

２
ヶ
月 

[公告・縦覧] 

[公告・縦覧] 

[公告・縦覧] 

[公告] 

※ 正当な理由なく勧告に従わなかったとき 

７
ヶ
月 

店舗面積 8,000㎡以上の特定小売商業施設の新

設の場合（既存の建物の増築又は用途の変更に

より増加する店舗面積が 8,000㎡以上になる場

合を含む。）[公告・縦覧] 
１
ヶ
月 

１
ヶ
月 

届出内容周知のた

め 説 明 会 を 開 催 
（12 条 1 項） 

特定小売商業施設の新設の届出               

（9条1項） 
【届出先：商業まちづくり課】  

・関係市町村からの意見聴取 
（13 条 1 項） 
・関係市町村の住民等の意見提出 
（13 条 2 項） 

県の意見(14 条 1 項) 

県の勧告(15 条 1 項) 

 勧告に従わない旨の公表 (15条6項) 

県の意見が適正に反映しておらず、かつ著
しい支障を及ぼすおそれがある場合 

新設届出者による県の意見への 

対応の報告(14 条 5 項) 

新設の届出の公告の日を１月経過した日

から１月以内（開催予定日の１週間前まで

に公告） 

※ 意見がなければ手続は終了 

※ 対応の報告について県の意見が適正に反映されている
場合は手続きは終了 

 

※ 県の意見が適正に反映されておらず、かつ当該対応に
基づき特定小売商業施設の新設がなされると商業まちづ
くりの推進に著しく支障を及ぼすおそれがある場合 


